
は を自転車 左側 走ろう！は を自転車 左側 走ろう！は を自転車 左側 走ろう！

自動車やバイクと同じように、
自転車も車道の左側を通行
しましょう。

車道の右側通行は、キケン です

ルールを守って
左側を通行している
他の車両との危険な
すれ違いが発生します。

車道の左端に
沿って通行！

交差点を通行する際、
お互いの存在に気づく
のが遅れます。

ヘルメットを
着用しましょう。

ながら運転は
やめましょう。

ヘルメットを
着用しましょう。

ながら運転は
やめましょう。

自転車は「車両」、
くるまの仲間です。
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